
四国中央市広報紙仕様書 

 

１. 基本様式 

Ａ３中線２箇所ホチキス止め（仕上がりサイズＡ４） 

 

２. 印刷部数 

３３，０００部／月  全１２回 

 

３. ページ数 

３２ページ８回（４・６・７・９・10・12・１・３月号） 

４０ページ４回（５・８・11・２月号） 

４色刷り＝（３２ページ×８回）＋（４０ページ×４回）＝４１６ページ 

 

４. 紙質・色 

(1) マットコート紙（Ａ列本判 ４４．５ｋｇ程度） 

    ※市内の企業により生産されたものを使用すること 

(2) 「ＳＯＹ ＩＮＫ」又は「ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ ＯＩＬ ＩＮＫ」を使用すること 

(3) 用紙が市内の企業で生産されたことがわかる証明書及び紙質・インクについての仕様証

明書を広報５月号の納入日までに提出すること。なお、提出する各証明書には、本契約

の履行期間使用する旨の記載を行い、変更があった場合はその都度提出すること。 

 

５．印刷・梱包方法 

(1) 印刷はオフセット印刷とする 

(2) 梱包は紐掛けによるものとし、ページ数に応じて次のとおり束ねる。 

    ３２ページのとき ４０冊を１束として梱包 

    ４０ページのとき ３０冊を１束として梱包 

    ※紐掛けは、縦横各 2 回転巻きを基本とする。 

 

６．原稿 

(1) 原稿は、発注者が Adobe Indesign Creative Cloud または CS6(Windows)および Adobe 

Illustrator Creative Cloud または CS6(Windows)で作成する。 

(2) 入稿は、Ａ３・Ａ４サイズを単位とするＥＰＳファイル（アウトライン済・画像埋め込

み）で出力したものを、大容量メール便等で行う。 

(3) 製版にかかるファイル分割等は受注者が行う。 

(4) 初稿の入稿日は納品日の７開庁日前を基本とし、詳細は別途発注者が指定する。 

 

７.校正・校了 

(1) 初稿の入稿から校了までの間に、次のとおり校正を行う。 

    初稿  普通紙によるゲラ校正 

    第２稿 本番用紙によるゲラ校正 



    第３稿 JPEG 形式によるデジタル校正 

(2) 初稿の入稿日を含めた３開庁日以内に校了する。 

 

８.納入 

(1) 納入日時は、発行日の３開庁日前の午前９時とし、詳細は別途発注者が指定する。 

(2) 納入場所及び納入部数は、以下のとおりとする。 

伊予三島商工会館２階（四国中央市三島宮川 4-6-55） 

３２，６００部 

新宮窓口センター  （四国中央市新宮町新宮 50 新宮高齢者生活福祉センター内） 

４００部 

 

９.支払方法 

契約代金の支払いは月払いとする。 

受注者は、毎月の納品後、各号のページ数に下記単価を乗じて得た金額に消費税及び地方消費

税を加算した金額を発注者に対して請求し、発注者は受注者より適正な請求を受けたときは、そ

の日から起算して３０日以内に代金を支払うものとする。 

(1) ４色刷り ３２ページのとき、１ページあたり単価 ￥          －（税抜） 

(2) ４色刷り ４０ページのとき、１ページあたり単価 ￥          －（税抜） 

 

10.留意事項 

(1) ページ数に増減が生じた場合又は臨時増刊号を発行する場合は、下記に定める単価にペ

ージ数を乗じて得た金額により契約金額を変更するものとする。 

① ３６ページ以下のページ数の場合 「9.支払方法」（1）に定める単価を採用 

② ４０ページ以上の場合      「9.支払方法」（2）に定める単価を採用 

(2) 年間の作業計画・実施については、発注者と十分協議して行い、受注者は、本業務の実

施にあたって、不明な点や改善の必要性がある場合、または執行上の疑義が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

(3) 受注者は、発注者が業務内容を変更する必要があると認めるときは、その協議に応じな

ければならない。また、受注者が業務内容を変更する必要があると認められるときは、

速やかに申し出るとともに発注者の指示を受けなければならない。 

(4) 受注者は、本仕様に定めのない事項については、発注者と協議の上、決定するものとす

る。 

(5) 委託業務期間はもとより、委託業務期間終了後も当該業務で知り得た機密、個人情報等

の取り扱いについて厳守すること。受注者は本業務を一括して第三者に委託し、又は請

け負わせることができない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けた場合は、業務の

一部を委託することができる。 

(6) 受注者が責任校了した後の受注者の過ちの損害は、受注者の負担とする。 



契約の特約事項 

（目的） 

第１条 この特約事項は、四国中央市（以下「発注者」という。）が発注した本業務 

について、受注者（以下「受注者」という。）に対して契約保証金を免除する担保と

して、この特約事項を定める。 

 

（違約金） 

第２条 受注者の責に帰すべき事案によって、当該契約が解除された場合は、受注者

は発注者に対して、請負代金額の 100 分の 10 に相当する額を違約金として発注者の

指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（疑義の協議） 

第３条 この特約事項に疑義がある場合は、発注者・受注者協議して定めるものとす 

る。 
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入稿 校了 納品 ※広報紙の発行日は、毎月１日付けです。

※入稿日等は、前後する可能性があります。

[広報紙発行カレンダー（予定）]
2026-2027

26年4月 26年5月 26年6月

26年7月 26年8月 26年9月

26年10月 26年11月 26年12月

27年1月 27年2月 27年3月
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Calendar Templates by Vertex42.com


